
「交通の安全の確保」という重い責任を持つのが運転者です。
それを知りつつ酒を飲んで車を運転することは、故意的で悪質な重
大犯罪となります。
「飲酒運転は絶対にしない」という自覚を持ちましょう。

「短い距離なら・・・」
「少ししかお酒を飲んでいないし・・・」
お酒を飲んだ影響により、正常な判断力を失い飲酒運転を止めら

れる方は、家族や友人等の身近な人です。
飲酒運転をする可能性のある方に、酒や車を提供したり、飲酒運

転をする車に同乗するのも、もちろん犯罪です。
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